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第２回 新型コロナウイルス感染症対策 

調査特別委員会資料 

 

 

 

１ 社会経済活動の対応 

（本県の感染状況及び対策の振り返り） 

 

 

 

 

（政策企画部） 

令和４年６月２０日（月） 
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新規陽性者数

陽性者数（１週間平均）

病床稼働数

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波

本県の主な
措置等
(措置期間)

・緊急事態
宣言

【県全域】

(R2/4/16
～5/14)

・東京との
移動自粛

【県全域】

(R2/7/20
～9/7)

・感染拡大市町村
【33市町村】

(R2/11/28
～R3/1/17)

・県独自の緊急事態
宣言 【県全域】
(R3/1/18～2/22)

・感染拡大
市町村

【33市町村】

(R3/4/22
～6/16)

・感染拡大市町村
(R3/7/30～8/5)

・県独自の緊急
事態宣言
(R3/8/6～8/19)

・まん延防止等
重点措置
(R3/8/8～8/19)

・県独自の非常
事態宣言
(R3/8/16～9/19)

・緊急事態宣言
(R3/8/20～9/30)

・まん延防止等
重点措置
【県全域】

(R4/1/27～3/21)

国の動向等 最初の緊急
事態宣言

ステージ判
断指標導入

２回目の緊急事態宣
言

最初のまん延防止等重点措置、
３回目の緊急事態宣言

まん延防止等重点
措置（運用改善）

県の動向等
県独自の対
策指針｢茨
城版コロナ
Next｣策定

｢いばらき
アマビエ
ちゃん｣導
入、コロナ
条例制定

第３波からの出口戦
略として、｢茨城版
コロナNext｣判断指
標を改定

感染拡大市町
村の指定見直
しを１週間単
位に固定し、
予見性を向上

県の新型コロナウ
イルスワクチン大
規模接種会場を設
置し、接種を推進

第６波を見据え｢茨
城版コロナNext｣の
対策指針を改定し、
出口戦略として判
断指標を改定

本県の感染状況と対策（飲食店等の営業時間短縮等）の推移 ①
病床数（床）陽性者数（人／日）

R2.4月 R3.1月7月 10月 4月 7月 10月 R４.1月 4月

第２波第１波 第４波第３波 第６波第５波

【16】

【全域】

【全域】

【全域】

【43】

６月

３/21

4/10
～

県
独
自
ま
ん
延
防
止
警
戒
期
間

（
会
食
の
人
数
制
限
）

「いば旅」

6/19

7/29
～

「いば旅あんしん割」
10/7 ～ １/２１

（1/1～1/13は対象外）

「いば旅あんしん割」

３/２２ ～ ６/３０まで延長
（４/２９～５/８は対象外）
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第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波

県内の感染
状況の特徴

・東京圏からの
感染伝播を起
点として、県
南西部等を中
心に感染拡大

・東京圏から
の感染伝播
を起点とし
て、県南西
部では感染
が拡大

・感染スピードが速
く、県全域で感染
が拡大
（初のStage４）

・県南西部～県
央部にかけて
感染が拡大

・県全域一斉で
の感染拡大に
は至らず

・感染力が非常に高
く､ 重症化率･死亡
率が高いデルタ株
の流行で、若年層
の感染割合が増加

・医療提供体制が非
常にひっ迫

・オミクロン株の流
行。第５波比でも
非常に強い感染力
の一方で、重症化
率は低下

・主な感染起点は、
家庭や学校など

措置期間中
・区域内の
飲食店への
措置

－
(制限なし)

【R2/11/30～R3/1/7】
･22時以降の営業自粛
(酒類提供又は接待
を伴う飲食店のみ)

【R3/1/8強化～2/22】
･20時以降の営業自粛､
酒類提供は19時まで

【感染拡大
市町村】

・20時以降の
営業自粛、
酒類提供は
19時まで

【重点措置】
・各店舗が、①・②
のいずれかを選択

①20時以降の営業
自粛、酒類提供
の終日停止

②21時以降の営業
自粛 (酒提供可)

措置期間中
・区域内の
飲食店以外
への措置

－
（制限なし）

－
（制限なし）

県
の
対
応
の
工
夫

全 般 国の基本的対処方針を踏まえ、県内外の感染状況等を注視しながら、外出自粛・会食の人数制限等を要請

飲 食 店 感染症対策ガイドラインの周知 (第１波～)、「いばらきアマビエちゃん」の事業者登録の推進 (R2/6月～)、
感染対策や時短要請遵守状況の見回り (第３波～) などにより、感染症対策の実効性を担保

飲食店以外 国の方針や感染状況の推移、県内の医療提供体制の状況を踏まえ、施設の規模等を考慮して措置を要請

特記事項
キャラバン隊により、
繁華街等を中心として
感染症対策の取組を促進

国の方針等を踏まえ、少人数・短時間
での会食を呼びかけ、感染が拡大した
地域の飲食店に、営業時間短縮を要請

県内の感染状況等を
踏まえ、講じ得る
最大限の措置を要請

できる限り社会経済
活動との両立を図る
べく､措置を選択制に

本県の感染状況と対策（飲食店等の営業時間短縮等）の推移 ②

【感染拡大市町村
・県独自緊急事態】
･20時以降の営業自粛、
酒類提供は19時まで

【重点措置･緊急事態】
･20時以降の営業自粛､
酒類提供の終日停止､
カラオケ設備の終日
使用停止

【重点措置･緊急事態】
・大規模商業施設
（1,000㎡超）の
20時以降の営業自粛

【県非常事態宣言】
・全ての商業施設の
入場制限:２分の１

【R2/4/22
～5/17】

・20時以降の
営業自粛、
酒類提供は
19時まで

【R2/4/18～6/7】
・幅広い業種に
休業要請

※ 5/18以降、
段階的(業種
別)に措置を
解除
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